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更新履歴 

№ 更新日 更新内容 

１ 2022/3/23 新規作成 

２ 2022/6/20 「日本理学療法士協会機関誌を利用した問題解答」について更新しました。 

３ 2022/10/14 「6.1.1（１）カリキュラムコードに準じた学習での取得」について更新しまし

た。 

４ 2023/6/30 「4.更新の申請手続」を更新しました。 

５ 2023/9/25 「6.1.1（１）カリキュラムコードに準じた学習での取得」について、「４.ポイ

ント取得方法」内の「③研修会・講演会・ワークショップ等の受講 ⅱ士会が承

認した会員所属施設の主催のもの」に関するポイント取得日を更新しました。 

６ 2025/8/25 「6.1.1（1）カリキュラムコードに準じた学習での取得」について、以下のとお

り取扱いを変更しました。 

・ 同一カリキュラムコードにおける複数回の研修参加時の取扱いを、上書き不

可から上書き可へ変更しました。 

・ 日本理学療法学会連合が主催、またはこれらの団体と他団体が共催する研修

会も、カリキュラムコードに準じた学習として適用対象としました。 

７ 2026/3/25 登録理学療法士の活動期間、更新手続き、更新延長申請、更新未完了者に対する

猶予措置の期間を変更しました。 

 

  ※本マニュアル内に「QRコード」の記載がありますが、「QRコード」は株式会社デンソーウェーブ

の登録商標です。 
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1. 登録理学療法士の更新とは 

1.1 概要 

 

・理学療法士は、日進月歩の医学、医療を実践するために、生涯にわたって自らの知識を広げ、技能

を磨き、常に研鑽する責務を負っています。日本理学療法士協会は理学療法士の自己学習・研修を

効果的に行えるよう登録理学療法士取得後も継続的な生涯学習を実施していきます。 

・本制度は、理学療法士の研修意欲をさらに啓発・高揚させること、一方で社会に対して理学療法士

が幅広く総合的に研鑽を積んでいる実態、すなわちジェネラリストであることを示し、国民からの

信頼を増すことを目的としています。 

・登録理学療法士は５年ごとの更新制とします。 

・その一般目標を「頻度の高い疾病と傷害に伴う障害、それらの予防、保健と福祉など、健康と人生

にかかわる幅広い問題について、わが国の社会保障体制の中で、適切な対応と必要に応じた連携を

全人的視点から提供できる理学療法士としての態度、知識、技能を身につける。」こととします。 

・行動目標としてカリキュラムコードを作成しました。このカリキュラムコードに則り、生涯学習を

進めていきます。 

 

1.2 特徴 

 

・生涯学習の土台は「登録理学療法士」を取得し『更新』し続けることであり、継続的に自己学習・

研修を行います。 

・どのような環境（居住地域、多様な働き方・職場環境、ライフイベント等）であっても、「登録理

学療法士」を更新し続けることができる仕組みです。 

 ➣会員としての権利（サービス）を最大限活用 

 ➣所属施設や地域での学習など『職場・地域基盤型』を軸とした制度 

 ➣オンラインコンテンツの拡充 
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2. 更新対象者 

・前期研修および後期研修を修了し、登録理学療法士を取得した者。 

 

3. 有効期間および活動対象期間 

◆登録理学療法士の有効期間：取得年度を含む５年間 

◆登録理学療法士更新のための活動対象期間：登録理学療法士取得日～最終年度の 3月末日まで   

 

例：2022年度内（2022/4/1～2023/3/31）に登録理学療法士を取得した場合 
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4. 更新の申請手続 

・登録理学療法士更新のための活動対象期間内（登録理学療法士取得日～最終年度の 3月末日まで）

に更新要件をすべて満たすと、自動的に更新完了となります。 

・更新のための申請手続は不要です。 

 

【重要】※必ずご確認ください※ 

・履修付与対象者は「在会」のみです。「休会（復会申請中を含む）」「会員権利停止（未

納）」など、セミナー等の会期当日に「在会」以外で受講された場合、履修付与対象外とな

りますので、ご留意ください。会期後に「在会」になった場合も、受講履歴は遡及されませ

ん。 

・活動対象期間内にマイページに活動履歴が反映されている必要があります。 

・活動を行っていても、マイページに反映されていない場合、要件は満たしていないことにな

ります。 

・活動対象期限には余裕をもってポイント取得を行ってください。 

・マイページへのポイント登録作業は主催者が行いますが、反映までの時間は、主催者のポイ

ント登録作業に係る時間によって異なります。活動対象期間内にマイページに反映されるか

ご不安な場合は、必ず事前に主催者にご確認いただくことを推奨します。 

・更新のための活動対象期間内に必要数を超えるポイントを取得しても、次回以降の更新に繰

り越して使用することはできません。 

・活動対象期間外のポイントは使用できません。 
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5. 更新要件の概要 

 

 

 更新：１～５回目 更新：６回目以降 

要件１：ポイントの取得 50ポイント 10ポイント 

要件２：更新時研修の受講 必須受講 任意受講 ※ 

※任意受講となりますが、基本的には受講を推奨します 
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6. 更新要件の詳細 

・更新においては、要件１と要件２を両方満たす必要があります。 

6.1 要件１：ポイントの取得 

・ポイントの取得方法は大きく２つに分かれています。 

・「（１）カリキュラムコードに準じた学習での取得」または「（２）雑誌投稿での取得」の方法で

必要ポイント数を取得してください。 

・（１）（２）のポイント数の内訳に規定はありません。 

・生涯学習制度上、登録理学療法士更新はポイント「●ポイント」、認定・専門理学療法士更新は点

数「●点」と呼称し、区別しています。 

 

6.1.1  （１）カリキュラムコードに準じた学習での取得 

 

１. カリキュラムコードとは 

・「日本理学療法士協会理学療法士教育モデル・コア・カリキュラム」等（2019 年発行）に基づき、

184 のコードが設定されています。カリキュラムコードは理学療法士養成教育との連動性とジェネラ

リストとして学習する領域を表し、各研修会等のテーマに沿って設定されます。詳細は別紙のカリ

キュラムコード一覧をご確認ください。 

・15区分について、184コードを分かりやすく分類したものであり、登録理学療法士更新において、

区分内で●ポイント以上取得しなくてはならないという要件はありません。 

 

２. ポイント数の加算・上書きに関する取扱い 

・【2025 年 8月末まで】各カリキュラムコードで最初に取得したポイント（ポイント取得日が早い活

動のポイント）のみが認定されますので、２回目以降に同一カリキュラムコードで異なるポイント

数を取得しても、ポイント数を加算、高いポイント数への上書きはできません。 

・【 2025年 9 月以降 】同一カリキュラムコードにおいて、複数の研修等に参加した場合は、取得ポ

イントのうち最も高いポイント数が認定されます。これにより、2回目以降に同一カリキュラムコ

ードでより高いポイント数を取得した場合には、その高いポイント数で上書きされます。ただし、

過去のポイント数を加算することはできません。 

・更新のポイント数には加味されませんが、複数回の参加を制限するものではありません。  
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３. ポイント数の計算 

・ポイントはカリキュラムコードごとに集計されます。 

・最小単位は学習時間 30分で 0.5ポイントです。1日の上限はありません。 

 

４. ポイント取得方法 

①日本理学療法士協会機関誌を利用した問題解答 

概要 

・日本理学療法士協会機関誌は２種類あります。 

 ➣「JPTA NEWS」 

 ➣「日本理学療法士協会雑誌」 

・毎号、５問ずつ出題します。 

・解答期限が設定されていますのでご留意ください。 

・カリキュラムコードが１つ設定されます。 

・機関誌に QR コードが掲載されますので、「日本理学療法士協会メンバーアプリ」の

QR コード読み取り機能で読み取って回答ができます。詳細は別紙「日本理学療法士

協会機関誌を利用した問題解答」をご参照ください。 

ポイント 

・毎号すべての問題に解答、正解することで１ポイント付与されます。 

・ポイント取得日は、全問正解し解答が修了した日です。 

・マイページへの反映は、全問正解し解答が修了した翌日です。 

 

②日本理学療法士協会の eラーニングによる受講 

概要 ・日本理学療法士協会が運用する eラーニングを視聴することで、学習時間に応じた

ポイントが取得できます。 

・１コンテンツにつき１つカリキュラムコードが設定されます。 

ポイント ・学習時間 30分で 0.5ポイントです（コンテンツの学習時間により異なる）。 

・視聴後に確認テストがあり、全問正解で合格（＝修了）し、受講が完了します。視

聴のみでは受講と認められません。 

・ポイント取得日は、確認テストに合格（修了）した日です。 

・マイページへの反映は、確認テストに合格（修了）した翌日です。 
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③研修会・講演会・ワークショップ等の受講 

ⅰ）協会・士会・ブロック協議会の主催のもの 

概要 ・協会、士会、ブロック協議会、および日本理学療法学会連合の会員団体が主催、も

しくこれらの団体（協会、士会、ブロック協議会、日本理学療法学会連合の会員団

体）と他団体の共催である研修会等に参加することで、学習時間に応じたポイント

が取得できます。 

・ポイント数やカリキュラムコードは予め主催者にて定められます。 

ポイント ・学習時間は 30分で 0.5ポイントです（対象活動の学習時間により異なる）。 

・ポイント取得日は、開催日です。 

・マイページへの反映は、主催者やセミナー受講確認方法等によって要する時間が異

なります。主催者へ直接お問い合わせください。 

ⅱ）士会が承認した会員所属施設の主催のもの 

概要 ・登録理学療法士が所属する都道府県理学療法士会へ事前申請（学習内容に応じてカ

リキュラムコードは自由選択可）して、承認を得ることで、主催する研修会等の学

習にてポイントが取得できます。 

ポイント 

・学習時間は 30分で 0.5ポイントです（対象活動の学習時間により異なる）。 

・ポイント取得日は、開催日です。（2023年 10月 2日以降に履修登録を実施したセミ

ナーより、申請者の履修登録日基準から開催日基準へ変更） 

・マイページへの反映は、申請者が履修登録を行った日です。マイページへ反映され

ていない場合は、申請者へ直接お問い合わせください。 

 

④学会への参加 

概要 ・士会、ブロック協議会（北海道ブロック、東北ブロック、関東甲信越ブロック、東

海北陸ブロック、近畿ブロック、中国ブロック、四国ブロック、九州ブロック）、

および日本理学療法学会連合の会員団体（参照➡https://www.jspt.or.jp/）が主

催、もしくはこれらの団体（士会、ブロック協議会、日本理学療法学会連合の会員

団体）と他団体の共催である学会に参加することで、学習時間に応じたポイントが

取得できます。 

・１学会ごとに１つカリキュラムコードが設定されます。なお、士会、ブロック協議

会、および日本理学療法学会連合が主催、もしくはこれらの団体と他団体の共催で

ある学会においては、学会内で個別に開催するプログラムに対して、別途カリキュ

ラムコードが設定される場合があります。 

https://www.jspt.or.jp/
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・発表者も参加に含まれます。 

ポイント ・学会開始時刻から終了時刻までの時間数を学習時間とします。 

・ポイント取得日は、開催日です。 

・マイページへの反映は、主催者や学会参加確認方法等によって要する時間が異なり

ます。主催者へ直接お問い合わせください。 

 

6.1.2  （２）雑誌投稿での取得 

 

①広報誌等への投稿・執筆 

概要 ・日本理学療法士協会および士会が発行する広報誌等（学術雑誌を除く）への投稿や

執筆でポイントが取得できます。 

・本要件はカリキュラムコードに準じた学習ではありませんので、カリキュラムコー

ドは設定されません。 

・活動対象期間中の発行物が対象です。 

・具体的に対象物やその範囲は、予め定められます。 

 ※士会：士会が対象と認める発行物 

 ※協会：協会が対象と認める発行物（JPTANEWS） 

ポイント ・１回につき１ポイントとします。 

・更新に利用できるポイントは、１年あたり上限５ポイントです。 

・ポイント取得日は、発行日です。 

・マイページへの反映は、発行者によって要する時間が異なります。発行元へ直接お

問い合わせください。 
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6.2 要件２：更新時研修の受講 

6.2.1  要件概要 

・本研修は、更新時の必須研修です。日本理学療法士協会の重点課題に基づいた内容が設定されてお

り、最新の知見や動向等に関する研修を受講します。 

・取得期間の最終年度（登録理学療法士取得５年目）のみに受講可能です。 

・受講方法を問わず、最終年度以前（登録理学療法士取得１～４年目まで）に更新時研修を申込およ

び受講することはできません。 

・2022 年の新生涯学習制度開始後、本研修の初回開催は 2026 年です。 

・更新対象年度内に、下記５コマの eラーニングを受講してください。 

 ※以下の５コマをまとめて「登録理学療法士更新時研修（e ラーニング）」として構成しています。 

   導入 ：登録理学療法士更新について（20 分） 

   第１部：実践現場での対応力アップ （40分） 

   第２部：臨床力と安全管理の再強化 （40分）  ＝ 更新時研修（180分） 

   第３部：制度理解と職域拡大の視点 （40分） 

   第４部：指導・運営の実践共有   （40分） 

・登録理学療法士更新要件のため、ポイント・点数は加算されません。 
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6.2.2  受講方法 

・本会マイページより eラーニングで受講してください。 

（１) マイページトップ画面から「生涯学習管理」を押下します。 

 

 

（２) 「履修状況確認」を押下します。 
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（３) 「登録理学療法士（更新）」のタブを押下します。 

 

   

（４) 履修状況に「取得ポイント数、更新時研修の受講有無」が表示されますが、詳細は「履修状況

確認」を押下します。   

 

 

（５) 画面最下部の更新活動要件から更新時研修の申込後、受講が可能となります。 

 

 

（６) 「eラーニング受講」、もしくは「セミナー申込状況」メニューからの eラーニング視聴くだ

さい。 
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eラーニング視聴方法の詳細は以下のサイトをご参照ください。 

https://www.japanpt.or.jp/pt/seminar/browse/02/ 

 

6.2.3  受講費 

・受講費：無料 

 

7. 更新要件取得状況の確認 

・「ポイントの取得」および「更新時研修の受講」状況はマイページから確認できます。 

 

マイページでの確認方法 

（１) マイページトップ画面から「生涯学習管理」を押下します。 

 

 

（２) 「履修状況確認」を押下します。 

https://www.japanpt.or.jp/pt/seminar/browse/02/
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（３) 「登録理学療法士（更新）」のタブを押下します。 

 

   

（４) 履修状況に「取得ポイント数、更新時研修の受講有無」が表示されますが、詳細は「履修状況

確認」を押下します。 
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（５) 取得したポイントの内訳が確認できます。 

 

 

 

  

「カリキュラムコードに準じた学

習」によって取得したポイント数が

表示されます。 

「雑誌投稿」によって取得したポ

イント数が表示されます。 
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（６) カリキュラムコードごとの詳細を確認する場合は、「詳細」を押下してください。 

 

「履修履歴」を押下すると、さらに詳細な履歴が確認できます。 
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8. カリキュラムコード別のセミナー検索方法 

（１) 「7.更新要件取得状況の確認」に示したマイページでの確認手順に則り、「登録理学療法士履

修状況」画面を確認します。取得したいカリキュラムコードの区分欄の「詳細」を押下します。 

  

 

（２) 各カリキュラムコード欄の「セミナー検索」を押下します。 
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9. 更新料 

・無料（※更新に費用はかかりません） 

 

10. 更新期間延長手続き 

【条件】 

・有効期限から過去５年間において以下の要件を満たしていること。 

・１回の更新につき、延長は最大２年（２度まで）とする。 

 ※１度にまとめて２年分の延長手続きは不可 

・登録理学療法士更新未完了者に対する猶予措置期間中に該当しないこと。 

 

【要件】※「休会」は要件に該当しません 

以下のいずれかに該当する、やむを得ない事由により、更新に必要な研修の受講または活動の継続が

困難であった者。 

① ６ヵ月以上にわたり、医師の指示に基づく療養を要するケガまたは病気があった場合 

② 出産・６歳以下の子の養育を担っていた場合 

③ 親族（２親等以内）が要介護認定２以上、またはこれに準ずる状態にあり、その介護を担っ

ていた場合 

④ １年以上の海外留学または海外赴任の場合 

 

【注意】 

・休会は申請要件（やむを得ない延長理由）には該当しません。 

・登録理学療法士更新未完了者に対する猶予措置期間中には該当しません。 

・在会および休会の場合のみ申請可能であり、会費未納等による会員権利停止中は申請不可となりま

す。 
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・登録理学療法士の更新期限延長が許可された場合も、認定理学療法士や専門理学療法士の更新期限

が延長されるものではございません。各資格それぞれに更新期限延長の許可を得る必要がございま

す。 

・登録理学療法士の更新期限延長が許可された場合は、更新期限が１年延長されるため、当該年度に

更新要件を満たした場合でも、当該年度の更新はできません。翌年度以降の更新となります。 

 

【申請方法】 

・毎年、8月から 2月を申請受付期間とします。 

・申請はマイページから行います。なお、申請時には必要書類（延長理由を証明する書類等）の添付

が必要です。 

・マイページにログインできない、証明書類の発行が間に合わない、申請を忘れていた等を含め、い

かなる事由においても、申請方法の変更（郵送やメール等のマイページ以外からの申請）、申請期

間の延長等はできかねます。申請希望の場合は、余裕をもってご準備ください。 

・更新期間延長手続きは、有効期間の最終年度（登録理学療法士取得５年目）の指定申請期間に受け

付けます。いかなる事由においても期間外の申請は認められません。 

 

11. 認定証の発行 

・必要要件を満たすことにより、登録理学療法士を更新することができます。 

・新たな認定期間が明記された「認定証」を発行します。 

・「認定証」はマイページからダウンロード形式での発行となり、郵送は行いません。 

 

12. 更新未完了者への措置 

・指定期限までに更新要件を満たさなかった場合、猶予措置を設け、下記を条件に更新を認めます。 

・登録理学療法士取得から 6～7年目の年度中（猶予措置期間中）も登録理学療法士の権利は維持され

ますが、更新にあたっては条件が追加されます。 

・指定期間までに要件をすべて満たした場合、新たな更新認定日は翌年度 4月 1日からとします。 
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・更新要件（追加要件も含む）を満たさなかった場合、詳細な取り扱い等は現時点で未定（決定次第

ご案内します） 

 

【条件】 

・６～７年目の指定期間内（当該年度の 3月末日まで）に更新要件および下記追加要件を満たすこ

と。 

 

【追加要件】 

・６年目の場合 

以下のうち１つ以上の参加を満たす必要がある 

・ 日本理学療法学術研修大会への参加 

・ ブロックでの学術大会・学術集会参加 

・ 都道府県理学療法士学会・学術集会参加 

※所属士会に関わらずどのブロック・士会への参加でもよい 

・７年目の場合 

以下のうち２つ以上の参加を満たす必要がある。同一カテゴリ内（例えば都道府県理学療法士学

会・学術集会）で複数回参加した場合も、それぞれを 1回としてカウントする。 

・ 日本理学療法学術研修大会への参加 

・ ブロックでの学術大会・学術集会参加 

・ 都道府県理学療法士学会・学術集会参加 

   ※所属士会に関わらずどのブロック・士会への参加でもよい 
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【スケジュール例】 

※2022 年度内（2022/4/1～2023/3/31）に登録理学療法士を取得した場合 
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